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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３５号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市リフレッシュビレッジ施設条例の一部改正について 
 

 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用者の利用状況等に合わせて利用時間及び休館日を改定するもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ ヨーデル金谷の利用時間を月曜日は午前１１時から午後３時まで、その他の日は 

午前１１時から午後３時まで及び午後５時３０分から午後９時までに改める。（第  

１０条関係） 

⑵ ヨーデル金谷の休館日を火曜日、第２水曜日及び第４水曜日（ただし、これらの

日が休日に当たるときは、その翌日）並びに１２月３０日から翌年１月３日までに

改める。（第１１条関係） 

⑶ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市リフレッシュビレッジ施設条例改正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第１０条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

ア 月曜日 午前１１時から午後３時ま   

 で 

イ その他の日 午前１１時から午後３

時まで及び午後５時３０分から午後９

時まで 

 

 

⑶ 略 

（休館日） 

第１１条 略 

⑴ ゆったりの家 第 1 木曜日。ただし、

この日が国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に当たるときは、

（利用時間） 

第１０条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

  ア 日曜日、金曜日、土曜日、国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）及び休日の前日 午前１１時から 

午後１０時まで  

イ その他の日 午前１１時から午後９  

 時まで 

⑶ 略 

（休館日） 

第１１条 略 

⑴ ゆったりの家 第 1 木曜日。ただし、

この日が休日                  

                    

           に当たるときは、
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改  正  案 改  正  前 

その翌日 

⑵ 略 

⑶ ヨーデル金谷 次に掲げる日                 

ア 火曜日、第２水曜日及び第４水曜

日。ただし、これらの日が休日に当た

るときは、その翌日 

イ １２月３０日から翌年１月３日ま 

 で 

 

その翌日 

⑵ 略 

⑶ ヨーデル金谷 火曜日。ただし、この

日が休日に当たるときは、その翌日       
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３６号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市安塚雪だるま高原条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 施設に「芝生広場」を加える。（第３条関係） 

⑵ 施設の利用時間及び休場日を改める。（第９条、第１０条関係） 

⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表関係） 

施設の名称 区分 単位 上限額 摘要 

キューピットバ

レイスキー場 

キ ュ ー

ピ ッ ト

ビ レ ッ

ジ 

宿泊利用 
1 室 1 泊 

(6 人用) 
99,000 円 

・飲食料金を

除く。 

日帰り利用 1 室 1 時間 3,700 円 
 

セ ン タ

ー ハ ウ

ス 

食堂 

1 回 

104,770 円 
・占用利用す

る 場 合 に 限

る。 ホール 52,390 円 

休憩室 52,390 円 

プラザ２ 52,390 円 

プラザ３ 52,390 円 

ゴンドラ 

1 人 1 回 

2,100 円 

・ 未 就 学 児

は 、 無 料 と

する。 

・ゲレンデの

利 用 者 が 利

用 す る 場 合

の 額 と す

る。 

リフト 1,300 円 

芝生広場 

5 時間まで 30,000 円 
・占用利用す

る 場 合 に 限

る。 

5 時間を超 

え 8 時 間 

30 分まで 

50,000 円 

ふれあい昆虫館 1 人 320 円 

・ 未 就 学 児

は 、 無 料 と

する。 

棚田動植物公園 
キ ャ ン

プ場 
宿泊利用 1 区画 1 泊 7,500 円 

・キャンプ場

の 火 炊 き 場
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日帰り利用 
1 区画 1 時

間 
1,100 円 

及 び 炊 事 場

の 利 用 料 金

を含む。 

ゆきだるま温泉

久比岐野 

宿泊利用 1 人 1 泊 8,380 円 
・飲食料金を

除く。 

日帰り利用 1 室 1 時間 1,200 円 
 

入 浴 利

用 

中学生以上 

1 人 1 回 

1,000 円 
・宿泊利用者

及 び ３ 歳 未

満 の 乳 幼 児

は 、 無 料 と

する。 

小学生 350 円 

未就学児 300 円 

 

施設の名称 区分 単位 上限額 摘要 

キューピットバ

レイスキー場 

リ フ

ト 

5 時間券 

1 人 

6,500 円 

・未就学児は、

無料とする。 

・ゲレンデの利

用者が利用す

る場合の額と

する。 

・５時間券は、

発売当日の開

設時間のうち

連続した５時

間の範囲内で

使用すること

ができる。 

・１日券は、発

売当日の開設

時間内におい

て使用するこ

とができる。 

・シーズン券の

有効期間は、

冬期営業期間

のうち指定管

理者が市長の

承認を得て定

める期間とす

る。 

1 日券 7,800 円 

シーズン券 78,000 円 

午 後

券 

午後 0

時から

午後 4

時まで 

5,200 円 

ナ イ

タ ー

券 

午後 4

時から

午後 8

時まで 

3,000 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

⑷ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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４ 上越市安塚雪だるま高原条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（施設） 

第３条 略 

⑴ 略 

  ア～キ 略 

 ク 芝生広場        （追加） 

 ケ 略 

⑵及び⑶ 略 

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ キューピットバレイスキー場 次のと

おりとする。 

  ア キューピットビレッジ 午前１０時

から午後３時まで。ただし、宿泊利用

をする者の利用にあっては、午後３時

から翌日午前１０時までとする。 

  イ センターハウス １２月１日から翌

年３月３１日（以下「冬期営業期間」

という。）までの間にあっては午前７

時３０分から午後１０時まで、冬期営

業期間以外の期間にあっては午前８時

３０分から午後５時まで。ただし、キ

ューピットビレッジ、棚田動植物公園

のキャンプ場又はゆきだるま温泉久比

岐野の宿泊利用をする者の利用にあっ

ては午前７時３０分から午後１０時ま

でとする。 

  ウ プラザ２及びプラザ３ 午前８時 

３０分から午後５時まで 

  エ ゴンドラ及びふれあい昆虫館 午前

９時から午後４時まで 

  オ リフト 午前８時３０分から午後８

時３０分まで 

  カ ゲレンデ 午前８時３０分から午後

９時まで 

  キ 芝生広場 午前８時３０分から午後

５時まで 

⑵ 棚田動植物公園 次のとおりとする。 

  ア 体験農園及び植物園 日の出から日

没まで 

  イ キャンプ場 次のとおりとする。 

   （ア） 宿泊利用 午後１時から翌日午前

１０時まで 

（施設） 

第３条 略 

 ⑴ 略 

  ア～キ 略 

   

  ク 略 

 ⑵及び⑶ 略 

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ キューピットバレイスキー場 次のと

おりとする。 

  ア キューピットビレッジ 午前１０時

から午後３時まで。ただし、宿泊利用

は、午後３時から翌日午前１０時まで

とする。 

 イ センターハウス、プラザ２及びプラ

ザ３ 午前９時から午後１０時まで 

 ウ ゴンドラ及びふれあい昆虫館 午前

９時から午後４時まで 

 エ リフト及びゲレンデ 午前８時から

午後９時まで 

 ⑵ 棚田動植物公園 次のとおりとする。 

  ア 体験農園及び植物園 日の出から日

没まで 

  イ キャンプ場 午前１０時から翌日午

前１０時まで 

 ⑶ ゆきだるま温泉久比岐野 午前１０時 

から午後１０時まで。ただし、宿泊利用

は、午後３時から翌日午前１０時までと

する。 
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改  正  案 改  正  前 

   （イ） 日帰り利用 午前１０時から午後

５時まで 

 ⑶ ゆきだるま温泉久比岐野 次のとおり

とする。 

  ア 宿泊利用 午後３時から翌日午前 

１０時まで 

  イ 日帰り利用 次のとおりとする。 

   （ア） ４月１日から１０月３１日まで   

    午後２時から午後７時まで。ただ

し、土曜日、日曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）にあっては、午

後０時から午後６時までとする。 

   （イ） １１月１日から翌年３月３１日ま

で 午後０時から午後６時まで 

 （休場日） 

第１０条 安塚雪だるま高原の休場日は、次

のとおりとする。ただし、指定管理者

は、市長の承認を得てこれを変更するこ

とができる。 

 ⑴ キューピッドバレイスキー場 次のと

おりとする。 

  ア キューピットビレッジ及びセンター

ハウス 冬期営業期間以外の期間の月

曜日から木曜日まで 

  イ 芝生広場 冬期営業期間以外の期間

の月曜日から木曜日まで及び冬期営業

期間 

  ウ その他の施設 冬期営業期間以外の

期間 

 ⑵ 棚田動植物公園 冬期営業期間 

 ⑶ ゆきだるま温泉久比岐野 月曜日。た

だし、この日が休日に当たるときは、そ

の翌日 

 （利用承認） 

第１２条 略 

２ キューピットバレイスキー場のセンター

ハウス、プラザ２、プラザ３及び芝生広

場を占用して利用しようとする者は、あ

らかじめして管理者の承認を得なければ

ならない。承認を得た事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休場日） 

第１０条 安塚雪だるま高原は、無休とす

る。ただし、指定管理者は、市長の承認を

得て臨時に休場することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用承認） 

第１２条 略 

２ キューピットバレイスキー場のセンター

ハウス、プラザ２及びプラザ３     

   を占用して利用しようとする者は、あ

らかじめ指定管理者の承認を得なければ

ならない。承認を得た事項を変更しよう

とするときも、同様とする。 

３ 略 
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改  正  案 改  正  前 

 ⑴及び⑵ 略 

 

（削除） 

 ⑶ 略 

４ 略 

 （利用料金等） 

第１５条 略 

２ 前項の利用料金は、別表第１に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める額とする。 

３ 指定管理者は、利用者の利便に資するた

め、市長の承認を得てリフトの１日券等を

発行することができる。 

４ 前項の１日券等の料金は、別表第２に定

める額の範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定める額とする。 

（追加） 
 

別表 別掲のとおり 

 ⑴及び⑵ 略 

 ⑶ 営利又は営業上の目的で利用すると

き。 

 ⑷ 略 

４ 略 

 （利用料金） 

第１５条 略 

２ 前項の利用料金は、別表  に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める額とする。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

別表 別掲のとおり 
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（別掲） 

改  正  案 

  

別表第１（第１５条関係）    

 
施設の 

名称 
区分 単位 上限額 摘要 

 

 

キューピ

ットバレ

イスキー

場 

キ ュ ー

ピ ッ ト

ビ レ ッ

ジ 

宿泊利用 
1 室 1 泊 

(6 人用) 
99,000 円 ・飲食料金を除く。 

 

日帰り利用 1 室 1 時間 3,700 円  
 

セ ン タ

ー ハ ウ

ス 

食堂 

1 回 

104,770 円 ・占用利用する場合に限

る。 

 

ホール 52,390 円  

 休憩室 52,390 円  

プラザ２ 52,390 円  

プラザ３ 52,390 円  

ゴンドラ 

1 人 1 回 

2,100 円 
・未就学児は、無料とす

る。 

・ゲレンデの利用者が利

用 す る 場 合 の 額 と す

る。 

 

リフト 1,300 円 
 

芝生広場 

5 時間まで 30,000 円 ・占用利用する場合に限

る。 

 

5 時間を超 

え 8 時 間 

30 分まで 

50,000 円 

 

ふれあい昆虫館 1 人 320 円 
・未就学児は、無料とす

る。 

 

 
棚田動植

物公園 

キ ャ ン

プ場 

宿泊利用 1 区画 1 泊 7,500 円 ・キャンプ場の火炊き場

及び炊事場の利用料金

を含む。 

 

日帰り利用 
1 区画 1 時

間 
1,100 円 

 

 

ゆきだる

ま温泉久

比岐野 

宿泊利用 1 人 1 泊 8,380 円 
・飲食料金を除く。  

日帰り利用 1 室 1 時間 1,200 円   

入 浴 利

用 

中学生以上 

1 人 1 回 

1,000 円 ・宿泊利用者及び３歳未

満の乳幼児は、無料と

する。 

 

小学生 350 円  

未就学児 300 円  

 備考  

 １ 営利又は営業上の目的でセンターハウス、プラザ２、プラザ３及び芝生広場を利用

する場合の上限額は、定額の２００パーセントの額とする。 

２ この表に定める額は、税を含む額とする。 

 

別表第２（第１５条関係） 

 施設の名称 区分 単位 上限額 摘要  

 

キューピットバレ

イスキー場 
リフト 

5 時間券 

１人 

6,500 円 ・未就学児は、無料とす

る。 

・ゲレンデの利用者が利用

する場合の額とする。 

・5 時間券は、発売当日の

開設時間のうち連続し

た 5 時間の範囲内で使

用することができる。 

 

 1 日券 7,800 円  

 シーズン券 78,000 円  

 

午後券 

午後 0 時か

ら午後 4 時

まで 

5,200 円 
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改  正  案 

          

 

  
ナイタ

ー券 

午後 4 時か

ら午後 8 時

まで 

 3,000 円 

・1 日券は、発売当日の開

設時間内において使用

することができる。 

・シーズン券の有効期間

は、冬期営業期間のう

ち指定管理者が市長の

承認を得て定める期間

とする。 

 

  

 
 
備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 
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改  正  前 

  

 別表（第１５条関係） 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 

 施設の 

名称 
区分 単位 上限額 摘要 

 

 

キューピ

ットバレ

イスキー

場 

キ ュ ー ピ

ッ ト ビ レ

ッジ 

宿泊利用 1 人 1 泊 15,720 円 ・飲食料金を除く。  

日帰り利用 1 室 1 回 5,240 円   

セ ン タ ー

ハウス 

食堂 

1 回 

104,770 円 ・占用利用する場合に限

る。 

 

ホール 52,390 円 

休憩室 52,390 円 

プラザ 2 52,390 円 

プラザ 3 52,390 円 

ゴンドラ 

1 人 1 回 

2,100 円 

・未就学児は、無料とす

る。 

・ゲレンデの利用者が利

用する場合の額とす

る。 

 

リフト 1,050 円 

ふれあい昆虫館 1 人 320 円 
・未就学児は、無料とす

る。 

 

 棚田動植

物公園 

キ ャ ン プ

場 

火炊き場及

び炊事場 
1 人 530 円 

  

 

ゆきだる

ま温泉久

比岐野 

宿泊利用 1 人 1 泊 8,380 円 ・飲食料金を除く。  

日帰り利用 1 室 1 回 20,960 円 

・午後 4 時までの利用及

び午後 4 時からの利用

をそれぞれ 1 回として

計算する。 

 

入浴利用 
中学生以上 

1 人 1 回 
600 円 ・3 歳未満の乳幼児は、

無料とする。 

 

小学生以下 350 円 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３７号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市大島庄屋の家条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、使用料の額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴  第１号中ただし書中「ふるさと文化交流会館の」を削る。（第４条関係） 

⑵ 施設の休館日を火曜日及び水曜日に改める。（第５条関係） 

 ⑶ 施設の使用料を次のように改める。（別表関係） 

区分 単位 使用料 

ふるさと文化交流

会館 

大研修室 1 室 1 時間につき 650 円 

和室 1 室 1 時間につき 450 円 

宿泊利用 1 人 1 泊につき 4,000 円 

かやぶき生活体験

棟 

座敷 

広間 
1 室 1 時間につき 850 円 

調理体験室 1 室 1 時間につき 1,100 円 

宿泊利用 1 人 1 泊につき 4,000 円 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市大島庄屋の家条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （利用時間） 

第４条 略 

 ⑴ ふるさと文化交流会館及びかやぶき生

活体験棟 午前９時から午後９時まで。

ただし、           宿泊利

用にあっては、午前９時から翌日午前９

時まで 

 （休館日） 

第５条 略 

 ⑴ 火曜日及び水曜日 

 ⑵ 略 

 （利用時間） 

第４条 略 

 ⑴ ふるさと文化交流会館及びかやぶき生

活体験棟 午前９時から午後９時まで。

ただし、ふるさと文化交流会館の宿泊利

用にあっては、午前９時から翌日午前９

時まで 

 （休館日） 

第５条 略 

 ⑴ 木曜日      

 ⑵ 略 
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改  正  案 改  正  前 
 

別表（第１０条関係）  

 区分 単位 使用料  

 

ふ る さ と

文 化 交 流

会館 

大研修

室 

1 室 1 時

間につき 
650 円  

 
和室 

1 室 1 時

間につき 
450 円 

 

 宿泊利
用 

1 人 1 泊

につき 
4,000 円 

 

 

か や ぶ き
生 活 体 験
棟 

座敷 
広間 

1 室 1 時

間につき 
850 円 

 

 調理体
験室 

1 室 1 時

間につき 
1,100 円 

 

 宿泊利

用 

1 人 1 泊

につき 
4,000 円 

 

 
備考 

 １ 冷房又は暖房を利用するときは、

宿泊利用の場合を除き、定額使用料

の１２０パーセントの額とする。 

 ２ ２０人以上の団体が合宿、ふるさ

と体験又は研修を目的として宿泊利

用をする場合の使用料は、この表に

定める額から５００円を減じて得た

額とする。 

 ３ かやぶき生活体験棟の調理体験室

の使用料には、広間の使用料を含

む。 
 

 

  

別表（第１０条関係）  

 区分 単位 使用料  

 

ふ る さ と

文 化 交 流

会館 

大研修

室 

4 時間ま

で 
2,200 円 

 

 4 時 間 を

超 え 4 時

間までご

とに 

1,650円 

 

 

和室 

1 室 に つ

き 4 時 間

まで 

1,650円 

 

 1 室 に つ

き 4 時 間

を 超 え 4

時間まで

ごとに 

1,100円 

 

 宿泊利
用 

1人1泊に

つき 
3,300円 

 

 

か や ぶ き
生 活 体 験
棟 

座敷 
広間 

1 室 に つ

き 4 時 間

まで 

3,300円 

 

 1 室 に つ

き 4 時 間

を 超 え 4

時間まで

ごとに 

1,650円 

 

 

調理体
験室 

4 時 間 ま

で 
4,400円 

 

 4 時 間 を

超 え 4 時

間までご

とに 

2,200円 

 

 備考 

 １ 冷房又は暖房を利用するときは、

宿泊利用の場合を除き、定額使用料

の１２０パーセントの額とする。 

 ２ ２０人以上の団体が合宿、ふるさ

と体験又は研修を目的としてふるさ

と文化交流会館の宿泊利用をする場

合の使用料は、この表に定める額か

ら５００円を減じて得た額とする。 

 ３ かやぶき生活体験棟の調理体験室

の使用料には、広間の使用料を含

む。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３８号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市うみてらす名立条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 施設の利用時間及び休館日を改める。（第９条、第１０条関係） 

⑵ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表第１関係） 

 ア 健康交流館ゆらら 

施設 区分 単位 
上限額 

改正後 現行 

大浴場及び屋内

プール 

中学生以上 

1 人 

2,060 円 1,860 円 

小学生以下 1,030 円 1,030 円 

大浴場 
中学生以上 1,200 円 800 円 

小学生以下 300 円 300 円 

屋内プール 
中学生以上 1,260 円 1,260 円 

小学生以下 840 円 840 円 

屋外プール 530 円 530 円 

個室 1 時間につき 1 室 2,200 円 2,100 円 

 イ 交流促進施設光鱗 

区分 単位 
上限額 

改正後 現行 

宿泊室 宿泊利用 

和室 

中学生以上 

1 人 1 泊につき 

20,000 円 12,050 円 

小学生 16,000 円 10,480 円 

未就学児 12,000 円 7,340 円 

洋室 

中学生以上 20,000 円 11,530 円 

小学生 16,000 円 9,960 円 

未就学児 12,000 円 6,810 円 

フ レ ン ズ

ルーム 

中学生以上 30,000 円 27,770 円 

小学生 24,000 円 26,200 円 

未就学児 18,000 円 23,050 円 

ス テ ュ ー

ディオル 

中学生以上 45,000 円 42,960 円 

小学生 36,000 円 41,390 円 
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  ーム 未就学児  27,000 円 38,240 円 

日帰り利用 1室 1時間につき 2,200 円 2,100 円 

多目的ホール 

4 時間まで 31,430 円 31,430 円 

4時間を超える場

合 1 時間につき 
15,720 円 15,720 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市うみてらす名立条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第９条 略 

⑴ 健康交流館ゆらら 次に掲げる区分に

応じ、次に定めるとおりとする。 

ア 大浴場 次のとおりとする。ただ

し、交流促進施設光鱗の宿泊室の宿泊

利用をする者（以下「宿泊利用者」と

いう。）の大浴場の利用にあっては、

午後３時から午後１１時まで及び翌日

午前６時から午前８時までとする。 

（ア） 金曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第    

１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）の前日  午前  

１０時から午後１０時まで 

（イ） 日曜日から木曜日まで 午前１０

時から午後９時まで 

イ 屋内プール 午前１０時から午後８

時まで 

ウ 屋外プール 午前１０時から午後５

時まで  

エ  個室、大広間その他共有スペー  

ス 午前１０時から午後９時まで 

 

 

 

 

 

 

（利用時間） 

第９条 略  

⑴ 健康交流館ゆらら 次に掲げる区分に

応じ、次に定めるとおりとする。 

ア 屋内プール 次のとおりとする。 

(ア) ７月の第３日曜日から８月の第４

日曜日まで（以下「夏休み期間」と

いう。） 午前９時から午後９時ま

で 

(イ) 夏休み期間以外の期間の日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日（以下「休日」とい

う。）     

午前１０時から午後８時まで 

(ウ) その他の期間 午前１０時から午 

後５時まで 

イ 屋外プール 午前９時から午後５時  

まで 

ウ その他の施設 次のとおりとする。

ただし、交流促進施設光鱗の宿泊室の

宿泊利用をする者（以下「宿泊利用

者」という。）の大浴場の利用にあっ

ては、午後２時から午後１１時まで及

び翌日午前６時から午前９時までとす

る。 

(ア)  夏休み期間 午前９時から午後  

１０時まで 

(イ) 夏休み期間以外の期間の金曜日、
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改  正  案 改  正  前 

 

 

 

 

⑵ 交流促進施設光鱗 午前１０時から午

後９時まで。ただし、宿泊利用者の利  

用にあっては、午後３時から翌日午  

前１１時までとする。 

⑶ 略 

ア 地場物産直売所 午前９時から午後

６時まで 

イ 食堂 午前１０時から午後６時まで 

 

⑷ 体験食工房 午前１１時から午後３時

まで及び午後５時から午後９時まで。た

だし、宿泊利用者の利用にあっては、午

後 ５ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で 及 び 翌 日   

午前７時から午前９時までとする。 

⑸及び⑹ 略 

（休館日） 

第１０条 略 

⑴ 健康交流館ゆららの屋内プール ７月

１日から同月の第３金曜日まで（土曜

日、日曜日及び休日を除く。）及び９月

１日から翌年６月３０日まで 

⑵ 健康交流館ゆららの屋外プール ８月

の第４月曜日から翌年７月の第３金曜日

まで 

⑶ 駐車場及び休憩スペース 無休 

⑷ その他施設 ３月１日から１１月３０

日までの間の第２水曜日及び１２月１日

から翌年２月２８日（閏年にあっては、

２９日）までの間の水曜日。ただし、こ

れらの日が休日に当たるときは、その翌

日 

２ 略 

別表第１（第１５条関係） 

⑴ 健康交流館ゆらら 
 

施設 区分 単位 上限額 

大浴場及び

屋内プール 

中学生以上 

1 人 

2,060 円 

小学生以下 1,030 円 

大浴場 中学生以上 1,200 円 

 

土曜日及び休日の前日 午前１０

時から午後１０時まで 

(ウ) その他の期間 午前１０時から午

後９時まで 

⑵ 交流促進施設光鱗 午前９時から午後

１０時まで 。ただし、宿泊利用者の利

用にあっては、午後２時から翌日午   

前１１時までとする。 

⑶ 略 

ア 夏休み期間 午前９時から午後８時

まで 

イ 夏休み期間以外の期間 午前９時か

ら午後７時まで 

⑷ 体験食工房 午前１１時から午後９時 

３０分まで            。た

だし、宿泊利用者の利用にあっては、午

後２時から午後９時３０分まで及び翌日

午前７時から午前９時までとする。 

⑸及び⑹ 略 

（休館日） 

第１０条 略 

⑴ 健康交流館ゆららの屋内プール ７月

及び９月の第２水曜日並びに１０月１日

から翌年６月３０日まで 

⑵ 健康交流館ゆららの屋外プール 夏休

み期間以外の期間 

⑶ 駐車場及び休憩スペース 無休 

⑷ その他の施設 第２水曜日（８月の第

２水曜日を除く。）。ただし、この日が

休日に当たるときは、その翌日 

 

 

 

 

 

２ 略 

別表第１（第１５条関係） 

⑴ 健康交流館ゆらら 
 

施設 区分 単位 上限額 

大浴場及び

屋内プール 

 

中学生以上 

1 人 

1,860 円 

小学生以下 1,030 円 

大浴場 中学生以上 800 円 
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改  正  案 改  正  前 

 

 小学生以下  300 円 

屋内プール 

中学生以上 
 

1,260 円 

小学生以下 840 円 

屋外プール 
 

530 円 

個室 1 時間につき 1 室 2,200 円 

 備考 略  

⑵ 交流促進施設光鱗 

区分 単位 上限額 

宿

泊

室 

宿

泊

利

用 

和室 

中学生以上 

1人 1

泊 に

つき 

20,000 円 

小学生 16,000 円 

未就学児 12,000 円 

洋室 

中学生以上 20,000 円 

小学生 16,000 円 

未就学児 12,000 円 

フレ

ンズ

ルー

ム 

中学生以上 30,000 円 

小学生 24,000 円 

未就学児 18,000 円 

ステ

ュー

ディ

オル

ーム 

中学生以上 45,000 円 

小学生 36,000 円 

未就学児 27,000 円 

日帰り利用 

1室 1

時 間

に つ

き 

2,200 円 

多目的ホール 

4 時

間 ま

で 

31,430 円 

4 時

間 を

超 え

る 場

合 1

時 間

に つ

き 

15,720 円 

備考 略 

 

 小学生以下 
 

300 円 

屋内プール 

中学生以上 
 

1,260 円 

小学生以下 840 円 

屋外プール 
 

530 円 

個室 1 時間につき 1 室 2,100 円 

 備考 略 

⑵ 交流促進施設光鱗 

区分 単位 上限額 

宿

泊

室 

宿

泊

利

用 

和室 

中学生以上 

1人 1

泊 に

つき 

12,050 円 

小学生 10,480 円 

未就学児 7,340 円 

洋室 

中学生以上 11,530 円 

小学生 9,960 円 

未就学児 6,810 円 

フレ

ンズ

ルー

ム 

中学生以上 27,770 円 

小学生 26,200 円 

未就学児 23,050 円 

ステ

ュー

ディ

オル

ーム 

中学生以上 42,960 円 

小学生 41,390 円 

未就学児 38,240 円 

日帰り利用 

1室 1

時 間

に つ

き 

2,100 円 

多目的ホール 

4 時

間 ま

で 

31,430 円 

4 時

間 を

超 え

る 場

合 1

時 間

に つ

き 

15,720 円 

備考 略 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１３９号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市吉川ゆったりの郷条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 施設の利用時間を午前１０時から午後９時までに改める。（第９条関係） 

⑵ 施設の休館日を１月１日及び同月２日に改める。（第１０条関係） 

⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表第１関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

浴場 

中学生以上 

1 人 

1,000 円 ・3歳未満の乳幼児は、

無料とする。 
小学生 350 円 

未就学児 100 円 

和室 

21 畳の室 

1 室 1 時間 

2,620 円  

15 畳の室 1,575 円 

12 畳以下の室 1,100 円 

ゲートボール場 1 面 1 時間 800 円  

⑷ 回数利用券の料金の上限額を次のように改める。（別表第２関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

浴場 

中学生以上 

10 枚つづり 

9,100 円  

小学生 3,200 円 

未就学児 900 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市吉川ゆったりの郷条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （利用時間） 

第９条  ゆったりの郷の利用時間は、午前 

１０時から午後９時 までとする。ただ 

 し、指定管理者は、市長の承認を得てこれ

を変更することができる。 

 （利用時間） 

第９条 ゆったりの郷の利用時間は、午前 

１０時から午後１０時までとする。ただ

し、指定管理者は、市長の承認を得てこれ

を変更することができる。 
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改  正  案 改  正  前 

 （休館日） 

第１０条 略 

 ⑴ 略 

 ⑵ １月１日及び同月２日 

  

別表第１（第１４条関係）  

 区分 単位 上限額 摘要  

 

浴

場 

中 学 生

以上 

1 人 

1,000 円 
・3 歳未満

の乳幼児

は、無料

とする。 

 

 
小学生 350 円 

 

 
未 就 学

児 
100 円 

 

 

和

室 

21 畳の

室 

1室 1

時間 

2,620 円 
 

 

 
15 畳の

室 
1,575 円 

 

 
12 畳以

下の室 
1,100 円 

 

 
ゲートボー

ル場 

1面 1

時間 
800 円 

 
 

 
備考  

 １ 和室及びゲートボール場の利用時

間が１時間に満たないときは、１時

間として計算する。 

 ２ この表に定める額は、税を含む額

とする。 

 

別表第２（第１４条関係）  

 区分 単位 上限額 摘要  

 

浴

場 

中 学 生

以上 10 枚

つ づ

り 

9,100 円 
  

 
小学生 3,200 円 

 

 
未 就 学

児 
900 円 

 

 備考 略  

 （休館日） 

第１０条 略 

 ⑴ 略                 

 ⑵ １２月３１日から翌年１月２日まで 

  

 

 

 

別表第１（第１４条関係）  

 区分 単位 上限額 摘要  

 

浴

場 

中 学 生

以上 
1 人 

800 円 
・3 歳未満

の乳幼児

は、無料

とする。 

 

 
小 学 生

以下 
350 円 

 

 

和

室 

21 畳の

室 
1室 2

時 間

まで 

5,240 円 
 

 

 
15 畳の

室 
3,150 円 

 

 
12 畳以

下の室 
2,100 円 

 

 
ゲートボー

ル場 

1面 2

時 間

まで 

1,580 円 
 
 

 
備考 この表に定める額は、税を含む額

とする。 

 

別表第２（第１４条関係）  

 区分 単位 上限額 摘要  

 

浴

場 

中 学 生

以上 
12 枚

つ づ

り 

8,000 円 
  

 
小 学 生

以下 
3,500 円 

 

 
備考 略 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４０号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市牧湯の里深山荘条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 施設の利用時間を次のように改める。（第９条関係） 

  ア 大浴場（和室の宿泊利用をする者の場合） 午後３時から午後１０時まで及び翌

日午前６時から午前９時まで 

  イ 和室 次のとおりとする。 

   （ア） 日帰り利用 午前１０時から午後２時（宿泊利用をする者がいない日にあっ 

    ては、午後７時）まで 

   （イ） 宿泊利用 午後３時から翌日午前１０時まで 

⑵ 施設の休館日を火曜日及び水曜日に改める。（第１０条関係） 

⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表関係） 

区分 単位 上限額 

入館（大浴場） 

中学生以上 

１人 

850 円 

小学生 350 円 

３歳以上就学前までの

者 
300 円 

体験室 

１室１時間につき 

4,200 円 

広間（大広間） 4,100 円 

広間（中広間） 3,200 円 

交流研修室 

会議室 
2,900 円 

和室 

日帰り利用 

18 畳 

１室１時間につき 

1,700 円 

15 畳 1,400 円 

12 畳 1,100 円 

10 畳 1,000 円 

宿泊利用 

中学生以上 

１人１泊につき 

15,000 円 

小学生 12,000 円 

３歳以上就

学前までの

者 

9,000 円 

ゲートボール場 １時間につき 400 円 

  ※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 
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３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市牧湯の里深山荘条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第９条 略 

⑴ 略 

 ア 略 

 イ 和室の宿泊利用をする者 午後３時

から午後１０時まで及び翌日午前６時

から午前９時まで 

⑵及び⑶ 略 

⑷ 略 

  ア 日帰り利用 午前１０時から午後２

時（宿泊利用をする者がいない日にあっ

ては、午後７時）まで 

 イ 宿泊利用  午後３時から翌日午前 

１０時まで 

⑸ 略 

（休館日） 

第１０条 深山荘の休館日は、火曜日及び水曜

日                    

    とする。ただし、指定管理者は、市

長の承認を得てこれを変更することができ

る。 
 

別表 別掲のとおり 
 

（利用時間） 

第９条 略 

⑴ 略 

 ア 略 

 イ 和室の宿泊利用をする者 午後４時

から午後１１時まで及び翌日午前６時

から午前９時まで 

⑵及び⑶ 略 

⑷ 略 

  ア 日帰り利用 午前１０時から午後３

時（宿泊利用をする者がいない日にあっ

ては、午後７時）まで 

 イ 宿泊利用 午後４時から翌日午前９

時まで 

⑸ 略 

 （休館日） 

第１０条 深山荘の休館日は、１月から２月ま

での間で指定管理者が市長の承認を得て定

める期間とする。ただし、指定管理者は、市

長の承認を得てこれを変更することができ

る。 
 

別表 別掲のとおり 
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（別掲） 

改  正  案 

  
別表（第１４条関係）   

 区分 単位 上限額 

 

入館（大浴場） 

中学生以上 

1人 

850 円 

小学生 350 円 

3 歳以上就学前までの者 300 円 

 体験室 

1室1時間につき 

4,200 円 

広間（大広間） 4,100 円 

広間（中広間） 3,200 円 

交流研修室 

会議室 
2,900 円 

 

和室 

日帰り利用 

18 畳 

1室1時間につき 

1,700 円 

15 畳 1,400 円 

12 畳 1,100 円 

10 畳 1,000 円 

宿泊利用 

中学生以上 

1人1泊 

15,000 円 

小学生 12,000 円 

3歳以上就学前までの者 9,000 円 

 ゲートボール場 1時間につき 400 円 
 
備考 

  １ 体験室、広間、交流研修室、会議室、和室の日帰り利用及びゲートボール場の利用 

   時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。 

  ２ ３歳未満の乳幼児の入館及び和室の宿泊利用の利用料金は、無料とする。 

  ３ 和室の宿泊利用の上限額は、飲食料金を含まない。 

  ４ この表に定める額は、税を含む額とする。 
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改  正  前 

  
別表（第１４条関係）   

 区分 単位 上限額 

 

入館（大浴場） 
中学生以上 

1人 
600円 

小学生以下 350円 

 体験室 

広間（大広間・中広間） 

交流研修室 

会議室 

1室1時間につき 630円 

 

和室（新館） 

日帰り利用 1室1時間につき 630円 

宿泊利用 

中学生以上 

1人1泊 

5,550円 

小学生 4,930円 

3歳以上就学前までの者 3,150円 

 

和室（本館） 

日帰り利用 1室1時間につき 420円 

宿泊利用 

中学生以上 

1人1泊 

4,500円 

小学生 3,770円 

3歳以上就学前までの者 1,890円 

 ゲートボール場 1時間につき 270円 
  
 備考 

  １ 体験室、広間、交流研修室、会議室、和室の日帰り利用及びゲートボール場の利用

時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。 

  ２ 土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

の前日に和室の宿泊利用をする場合の上限額は、この表に定める額に１，０５０円を

加算した額とする。 

  ３ ３歳未満の乳幼児の入館及び和室の宿泊利用の利用料金は、無料とする。 

  ４ 和室の宿泊利用の上限額は、飲食料金を含まない。 

  ５ ゲートボール場で暖房を利用する場合の上限額は、この表に定める額に２１０円

を加算した額とする。 

  ６ この表に定める額は、税を含む額とする。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４１号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市柿崎マリンホテルハマナス条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴  施設の利用時間を次のように改める。（第９条関係） 

 ア 宿泊室 次のとおりとする。 

（ア） 宿泊利用 午後３時から翌日午前１０時まで 

（イ） 日帰り利用 午前１１時から午後２時（宿泊利用をする者がいない日にあっ

ては、午後５時）まで 

 イ 浴室 午前１１時から午後７時まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする者の利

用にあっては、午後３時から午後１２時まで及び翌日午前５時から午前９時まで

とする。 

 ウ 食堂 午前１１時３０分から午後２時まで及び午後５時３０分から午後８時 

３０分まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする者の利用にあっては、午後６時か

ら午後８時３０分まで及び翌日午前７時から午前９時までとする。 

⑵ 施設の休館日を水曜日に改める。（第１０条関係） 

⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿
泊
利
用 

特別宿泊室 

1人 1泊につき 

20,000 円 

・左に定める額は、浴室の

利用料金を含むものとす

る。 

・飲食料金を除く。 

・3歳未満の乳幼児は、無料

とする。 

・3歳以上未就学児以下の者

は、左に定める額に 60％

を乗じて得た額を上限額

とする。 

・小学生は、左に定める額

に 80％を乗じて得た額を

上限額とする。 

一般宿泊室 15,000 円 

日帰り利用 1室 1時間につ

き 
2,400 円 

 

会議室 1室 1時間につ

き 
4,100 円 

 

浴

室 
中学生以上 1 人につき 900 円 

・3歳未満の乳幼児は、無料

とする。 
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 小学生  350 円  

未就学児 200 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理 

者との協議により決定します。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市柿崎マリンホテルハマナス条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改 正 案 改 正 前 

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 宿泊室 次のとおりとする。 

  ア 宿泊利用 午後３時から翌日午前１

０時まで 

  イ 日帰り利用 午前１１時から午後２

時（宿泊利用をする者がいない日にあ

っては、午後５時）まで 

 ⑵ 会議室 午前９時から午後１０時まで 

 ⑶ 浴室 午前１１時から午後７時まで。

ただし、宿泊室の宿泊利用をする者の利

用にあっては、午後３時から午後１２時

まで及び翌日午前５時から午前９時まで

とする。 

 ⑷ 食堂 午前１１時３０分から午後２時

まで及び午後５時３０分から午後８時３

０分まで。ただし、宿泊室の宿泊利用を

する者の利用にあっては、午後６時から

午後８時３０分まで及び翌日午前７時か

ら午前９時までとする。 

 （休館日） 

第１０条  マリンホテルハマナスの休館  

日は、水曜日（この日が国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日に当たるときは、その翌日）と

する。ただし、指定管理者は、市長の承認

を得てこれを変更することができる。 

 

別表 別掲のとおり 

 

 

 （利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 宿泊室 午後４時から翌日午前１０  

時まで 

 ⑵ 会議室 午前９時から午後１０時まで 

 ⑶ 浴室 午前１１時から午後９時３０分

まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午後４時から午後

１２時まで及び翌日午前５時から午前９

時までとする。 

 ⑷ 食堂 午前１１時３０分から午後９時

まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午後４時から午後

９時まで及び翌日午前８時から午前９時

３０分までとする。 

 

 

 

 

 

 （休館日） 

第１０条  マリンホテルハマナスの休館  

日は、１２月３０日から翌年１月２日まで                   

                     

                   と

する。ただし、指定管理者は、市長の承認

を得てこれを変更することができる。 

 

別表 別掲のとおり 
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（別掲） 

改  正  案 

  

別表（第１４条関係） 
 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿 

泊 

利 

用 

特別宿泊室 

1 人 1 泊につき 

20,000 円 

・左に定める額は、浴室の

利用料金を含むものとす

る。 

・飲食料金を除く。 

・3歳未満の乳幼児は、無料

とする。 

・3歳以上未就学児以下の者

は、左に定める額に 60％

を乗じて得た額を上限額

とする。 

・小学生は、左に定める額

に 80％を乗じて得た額を

上限額とする。 

一般宿泊室 15,000 円 

日帰り利用 1 室 1 時間につき 2,400 円  

会議室 1 室 1 時間につき 4,100 円  

浴

室 

中学生以上 

1 人につき 

900 円 ・3歳未満の乳幼児は、無料

とする。 小学生 350 円 

未就学児 200 円 

備考  

１ 宿泊室の日帰り利用及び会議室の利用時間が１時間に満たないときは、１時間とし 

て計算する。 

２ この表に定める額は、税を含む額とする。 
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改  正  前 

  
 
別表（第１４条関係） 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿 

泊 

利 

用 

特別宿泊室 

1 人 1 泊 

11,510 円 

・左に定める額は、浴室の

利用料金を含むものとす

る。 

・飲食料金を除く。 

・3 歳未満の乳幼児は、無料

とする。 

・3 歳以上小学生以下の者

は、左に定める額に 80％

を乗じて得た額を上限額

とする。 

一般宿泊室 9,480 円 

日帰り利用 
1 室 4 時間まで 6,600 円 

・利用時間が 4時間を超える

ときは、超過利用時間 1時

間までごとに左に定める

額に 20％を乗じて得た額

を加えた額を上限額とす

る。 

会議室 1 室 4 時間まで 11,000 円 

浴

室 

中学生以上 
1 人 

650 円 ・3 歳未満の乳幼児は、無料

とする。 小学生以下 350 円 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４２号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 施設の利用時間を次のように改める。（第１０条関係） 

 ア 浴室、トレーニング室、大広間及び和室 次のとおりとする。 

（ア） １１月１日から翌年３月３１日まで 午前１０時から午後８時まで 

（イ） ４月１日から１０月３１日まで 午前１０時から午後９時まで 

イ プール 次のとおりとする。 

（ア） 平日 午後１時から午後６時まで 

（イ） 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前１０時か

ら午後６時まで 

ウ 食堂 午前１１時から午後２時まで及び午後５時から午後８時まで 

 ⑵ 施設の休館日を水曜日に改める。（第１１条関係） 

 ⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表第１関係） 

ア 浴場及びプールの利用料金 

区分 単位 
上限額 

中学生以上 小学生 未就学児 

浴場 

1 人 1 回 

1,050 円 350 円 100 円 

プール 1,050 円 630 円 630 円 

浴場及びプール 1,900 円 890 円 660 円 

※ ３歳未満の乳幼児の利用料金は無料とする。 

イ 和室及びトレーニング室の利用料金 

区分 単位 上限額 

トレーニング室 1 時間 2,100 円 

和室 

1 室 

1 時間 

2,600 円 

2 室をつなげて一体的に利用する

場合 
3,900 円 

3 室をつなげて一体的に利用する

場合 
6,500 円 
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 ⑷ 定期利用券の料金の上限額を次のように改める。（別表第２関係） 

区分 期間 
浴場及びプールの定期利用

券の上限額 
浴場の定期利用券の上限額 

中学生以上 
1 月 21,600 円 15,200 円 

3 月 48,600 円 33,160 円 

小学生以下 1 月 12,640 円  

 ⑸ 回数利用券の料金の上限額を次のように改める。（別表第３関係） 

区分 単位 回数利用券の上限額 

浴場 

10 枚つづり 

9,550 円 

プール 9,450 円 

浴場及びプール 17,200 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理

者との協議により決定します。 

⑹ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太字部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第１０条 略 

⑴ 浴室、トレーニング室、大広間及び和

室 次のとおりとする。 

 ア １１月１日から翌年３月３１日まで  

午前１０時から午後８時まで  

イ ４月１日から１０月３１日まで 午

前１０時から午後９時まで 

⑵ プール 次のとおりとする。 

ア 平日 午後１時から午後６時まで 

イ 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。） 午前１０時から午後６時ま

で 

⑶ 食堂 午前１１時から午後２時まで及

び午後５時から午後８時まで 

（休館日） 

第１１条 略 

⑴ 水曜日。ただし、            

                                                            

（利用時間） 

第１０条 略 

⑴ １１月１日から翌年３月３１日まで   

午前１０時から午後９時まで                                         

⑵ ４月１日から１０月３１日まで 午前

１０時から午後９時３０分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休館日） 

第１１条 略 

⑴ 火曜日。ただし、この日が国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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改  正  案 改  正  前 

        休日に当たるときは、そ 

の翌日 

⑵ 略 

別表第１（第１５条関係）  

⑴ 浴場及びプールの利用料金 

区分 単位 

上限額 

中学生以上 小学生 未就学児 

浴場 

1人 1

回 

1,050 円 350 円 100 円 

プール 1,050 円 630 円 630 円 

浴 場 及

び プ ー

ル 

1,900 円 890 円 660 円 

備考  

１ ３歳未満の乳幼児の利用料金は、無

料とする。 

２ この表に定める額は、税を含む額と

する。 

⑵ 和室及びトレーニング室の利用料金 

区分 単位 上限額 

トレーニング室 1 時間 2,100 円 

和室 

1 室 

1 時間 

2,600 円 

2 室をつなげて

一体的に利用す

る場合 

3,900 円 

3 室をつなげて

一体的に利用す

る場合 

6,500 円 

備考  

１  利用時間が１時間に満たないとき

は、１時間として計算する。 

２ この表に定める額は、税を含む額と

する。 

号）に規定する休日に当たるときは、そ

の翌日 

⑵ 略 

別表第１（第１５条関係） 

⑴ 浴場及びプールの利用料金 

区分 単位 

上限額 

中学生以上 小学生以下 

浴場 

1人 1

回 

800 円 350 円 

プール 1,050 円 630 円 

浴場及

びプー

ル 

1,670 円 890 円 

備考  

１ ３歳未満の乳幼児の利用料金は、無

料とする。 

２ この表に定める額は、税を含む額と

する。 

⑵ 和室及びトレーニング室の利用料金 

区分 単位 上限額 
超過利用料

金の上限額 

トレーニング

室 

4 時

間 
8,390 円 

1 時間につ

き 3,150 円 

和室 

1 室 

2 時

間 

3,150 円 
1 時間につ

き 1,050 円 

2 室をつ

な げ て

一 体 的

に 利 用

す る 場

合 

5,240 円 
1 時間につ

き 2,100 円 

3 室をつ

な げ て

一 体 的

に 利 用

す る 場

合 

8,390 円 
1 時間につ

き 3,150 円 

備考  

１ 超過時間が１時間に満たないとき

は、１時間として計算する。 

２ この表に定める額は、税を含む額と

する。 
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改  正  案 改  正  前 

別表第２（第１５条関係） 

区分 期間 

浴場及びプー

ルの定期利用

券の上限額 

浴場の定期利用

券の上限額 

中学

生以

上 

1 月 21,600 円 15,200 円 

3 月 48,600 円 33,160 円 

小学

生以

下 

1 月 12,640 円  

備考 この表に定める額は、税を含む額と  

する。  

別表第３（第１５条関係） 

区分 単位 
回数利用券の上

限額 

浴場 

10 枚つづり 

9,550 円 

プール 9,450 円 

浴 場 及 び

プール 
17,200 円 

備考 この表に定める額は、税を含む額と 

する。 

 

別表第２（第１５条関係） 

区分 期間 

浴場及びプー

ルの定期利用

券の上限額 

浴場の定期利用

券の上限額 

中学

生以

上 

1 月 19,790 円 12,450 円 

3 月 46,780 円 33,160 円 

小学

生以

下 

1 月 11,470 円  

備考 この表に定める額は、税を含む額と 

する。 

別表第３（第１５条関係） 

区分 単位 
回数利用券の上

限額 

浴場 

12 枚つづり 

8,000 円 

プール 10,500 円 

浴 場 及 び

プール 
16,700 円 

備考 この表に定める額は、税を含む額と  

する。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４３号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市吉川スカイトピア遊ランド条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 吉川体験と創造の館及び吉川体験交流センターの利用時間を次のように改める。

（第１０条関係） 

 ア 宿泊室 次のとおりとする。 

  （ア） 宿泊利用 午後３時から翌日午前１０時まで 

  （イ） 日帰り利用 午前１１時から午後２時（宿泊利用をする者がいない日にあっ

ては、午後６時）まで 

 イ 体育室 午前９時から午後５時まで 

 ウ 食堂 午前１１時から午後６時まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする者の利

用にあっては、午後６時から午後９時まで及び翌日午前７時３０分から午前９時

までとする。 

 エ 研修室及び農産加工室 午前９時から午後５時まで 

 オ 休憩室 午前１０時から午後６時まで 

 カ 入浴施設 午前１０時から午後６時まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をする者

の利用にあっては、午後３時から午後１１時まで及び翌日午前６時から午前１０

時までとする。 

⑵ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表関係） 

ア 吉川体験と創造の館の利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿泊

利用 

中学生以上 

1 人 

10,000 円 ・3 歳未満の乳幼児は、

無料とする。 

・飲食料金を除く。 

・吉川体験交流センタ

ーの入館料を含む。 

小学生 8,000 円 

未就学児 6,000 円 

日帰り利用 1 室 1 時間 1,600 円 利用時間が 1 時間に満

たないときは、1 時間

として計算する。 体育室 1 室 1 時間 1,600 円 

イ 吉川体験交流センターの利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

研修室の占用利用 1 室 1 時間 1,600 円 利用時間が 1 時間に満た
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農産加工室の占用利用 1,600 円 

ないときは、1 時間とし

て計算する。 

 

入 館

料 

中学生以上 

1 人 

700 円 
・入浴施設の利用料金を

含む。 

・3 歳未満の乳幼児は、

無料とする。 
小学生以下 300 円 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理

者との協議により決定します。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市吉川スカイトピア遊ランド条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第１０条 略 

 ⑴ 吉川体験と創造の館 次のとおりとす

る。 

 ア 宿泊室 次のとおりとする。 

   （ ア） 宿泊利用 午後３時から翌日午前 

１０時まで 

  （イ） 日帰り利用 午前１１時から午後

２時（宿泊利用をする者がいない日

にあっては、午後６時）まで 

 イ 体育室 午前９時から午後５時まで 

  ウ  食堂  午前１１時から午後６時ま

で。ただし、宿泊室の宿泊利用する者

の利用にあっては、午後６時から午後

９時まで及び翌日午前７時３０分から

午前９時までとする。 

 ⑵ 吉川体験交流センター 次のとおりと

する。 

  ア 研究室及び農産加工室 午前９時か

ら午後５時まで 

  イ 休憩室 午前１０時から午後６時ま

で 

  ウ 入浴施設 午前１０時から午後６時

まで。ただし、宿泊室の宿泊利用をす

る者の利用にあっては、午後３時から

午後１１時まで及び翌日午前６時から

午前１０時までとする。 

 

別表 別掲のとおり 
 

（利用時間） 

第１０条 略 

 ⑴ 吉川体験と創造の館 次のとおりとす

る。 

  ア 宿泊室 午後３時から翌日午前１０

時まで 

  イ 体育室及び食堂 午前８時３０分か

ら午後５時まで 

 ⑵ 吉川体験交流センター 午前８時３０

分から午後１０時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別表 別掲のとおり 
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（別掲） 

改  正  案 

 

別表（第１６条関係） 

 ⑴ 吉川体験と創造の館の利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿泊

利用 

中学生以上 

１人 

１０，０００円 ・３歳未満の乳幼児

は、無料とする。 

・飲食料金を除く。 

・吉川体験交流センタ

ーの入館料を含む。 

小学生 ８，０００円 

未就学児 ６，０００円 

日帰り利用 １室１時間 １，６００円 利用時間が１時間に満

たないときは、１時間

として計算する。 体育室 １室１時間 １，６００円 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 

 

⑵ 吉川体験交流センターの利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

研修室の占用利用 
１室１時間 

１，６００円 利用時間が１時間に満

たないときは、１時間

として計算する。 農産加工室の占用利用 １，６００円 

入館料 

中学生以上 

１人 

７００円 
・入浴施設の利用料金

を含む。 

・ ３ 歳 未 満 の 乳 幼 児

は、無料とする。 
小学生以下 ３００円 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 
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改  正  前 

 

別表（第１６条関係） 

 ⑴ 吉川体験と創造の館の利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

宿

泊

室 

宿泊

利用 

中学生以上 

１人 

７，２６０円 

・未就学児は、無料と

する。 

・飲食料金を除く。 

・吉川体験交流センタ

ーの入館料を含む。 
小学生 ６，０５０円 

日帰り利用 
１室１時間 

５３０円 利用時間が１時間に満

たないときは、１時間

として計算する。 体育室 １，０５０円 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 

 

⑵ 吉川体験交流センターの利用料金 

区分 単位 上限額 摘要 

研修室の占用利用 

１室１時間 

１，０５０円 利用時間が 1 時間に満た

ないときは、1 時間とし

て計算する。 
休憩室の占用利用 ７００円 

農産加工室の占用利用 １，０５０円 

入館料 

中学生以上 

１人 

４５０円 
・入浴施設の利用料金を

含む。 

・３歳未満の乳幼児は、

無料とする。 
小学生以下 ３００円 

備考 この表に定める額は、税を含む額とする。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第１４４号 

提  出  課 観光振興課 

 

上越市板倉保養センター条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  近年のエネルギー価格高騰等の影響を受け、運営に係る維持管理経費が増加してい

ることから、利用料金の上限額を改定するほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ ゑしんの里やすらぎ荘の利用時間を次のように改める。（第９条関係） 

 ア 浴室 午前１０時から午後７時３０分まで。ただし、和室の宿泊利用をする者

の利用にあっては、午後３時から午後１０時まで及び翌日午前６時から午前１０

時までとする。 

 イ 大広間 午前１０時から午後７時３０分まで 

 ウ 和室 日帰り利用にあっては午前１１時から午後２時（宿泊利用をする者がい

ない日にあっては、午後５時）まで、宿泊利用にあっては午後３時から翌日午前

１０時まで 

 エ 食堂 金曜日から日曜日までにあっては午前１１時から午後２時まで及び午後

５時から午後７時３０分まで、その他の日にあっては午前１１時から午後２時ま

で。ただし、和室の宿泊利用をする者の利用にあっては、午後５時から午後１０

時まで及び翌日午前７時３０分から午前８時３０分までとする。 

⑵ 休館日を火曜日及び水曜日（この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に

当たるときは、その翌日）に改める。（第１０条関係） 

⑶ 施設の利用料金の上限額を次のように改める。（別表関係） 

 区分 単位 上限額 摘要 

ゑ
し
ん
の
里
や
す
ら
ぎ
荘 

浴室 

中学生以上 

1 人 

900 円 ・和室の宿泊利用

者及び３歳未満

の乳幼児は、無料

とする。 

小学生 350 円 

未就学児  300 円 

大広間 

39 畳 
1 室 1

時間に

つき 

3,600 円  

42 畳 3,900 円 

50 畳 4,600 円 

和

室 

宿

泊

利

用 

8 畳 

中学生以上 

1 人 

15,000 円 
・飲食料金を除く。 

・３歳未満の乳幼

児は、無料とす

る。ただし、寝具

の利用料金の上

限額は、別に定め

る額とする。 

小学生 

 

12,000 円 

 

未就学児 

 

9,000 円 
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日

帰

り

利

用 

8 畳 1 室 1

時間に

つき 

800 円 
 

15 畳 1,400 円 

やすらぎゲートボール場 

1 面 1

時間に

つき 

530 円 

・ゑしんの里やす

らぎ荘の利用者

は、無料とする。 

※ 改定する金額は利用料金の上限額であり、実際に設定する金額は市と指定管理

者との協議により決定します。 

 ⑷ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市板倉保養センター条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略  

  ア 浴室 午前１０時から午後７時３０

分まで。ただし、和室の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午後３時から午

後１０時まで及び翌日午前６時から午

前１０時までとする。 

  イ 大広間 午前１０時から午後７時 

３０分まで 

  ウ 和室 日帰り利用にあっては午前 

１１時から午後２時（宿泊利用をする

者がいない日にあっては、午後５時）ま

で、宿泊利用にあっては午後３時から

翌日午前１０時まで 

  エ 食堂 金曜日から日曜日までにあっ

ては午前１１時から午後２時まで及び

午後５時から午後７時３０分まで、そ

の他の日にあっては午前１１時から午

後２時まで。ただし、和室の宿泊利用を

する者の利用にあっては、午後５時か

ら午後１０時まで及び翌日午前７時３

０分から午前８時３０分までとする。 

 ⑵ 略 

（休館日） 

第１０条 センターの休館日は、火曜日及び

水曜日（これらの日が国民の祝日に関する

（利用時間） 

第９条 略 

 ⑴ 略 

  ア 浴室 午前１０時から午後８時   

    まで。ただし、和室の宿泊利用をする

者の利用にあっては、午後４時から午

後１０時まで及び翌日午前６時から午

前１０時までとする。 

  イ 大広間 午前１０時から午後８時 

      まで 

  ウ 和室 日帰り利用にあっては午前 

１１時から午後３時              

                  ま

で、宿泊利用にあっては午後４時から

翌日午前１０時まで 

  エ 食堂 午前１１時から午後２時まで

及び午後５時から午後８時まで。ただ

し、和室の宿泊利用をする者の利用に

あっては、午後５時から午後１０時ま

で及び翌日午前７時３０分から午前８

時３０分までとする。 

  

 

 ⑵ 略 

（休館日） 

第１０条 センターの休館日は、火曜日    
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改  正  案 改  正  前 

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日に当たるときは、その翌日）とする。

ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこ

れを変更することができる。 

 （利用の特例） 

第１３条 指定管理者は、特に必要と認める

ときは、大広間を占用して利用させること

ができる。 

２ 前項の規定による利用をしようとする者

は、あらかじめ指定管理者の承認を得なけ

ればならない。承認を得た事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

３ 指定管理者は、前項の承認に当たり、セン

ターの管理上必要な条件を付することがで

きる。             （追加） 

 （利用の承認の取消し等） 

第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、第１２条第１項又は

前条第２項の承認を取り消し、又は利用を

中止させることができる。 

⑴及び⑵ 略 

 （利用料金） 

第１５条 略 

２ 第１２条第１項又は第１３条第２項の承

認を得た者の利用料金は、別表に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める額とする。 

第１６条～第１８条 略 
 

別表 別掲のとおり 
  

                                          

                とする。

ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこ

れを変更することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用の承認の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、前条第１項       

     の承認を取り消し、又は利用を

中止させることができる。 

⑴及び⑵ 略 

 （利用料金） 

第１４条 略 

２ 前項                  

     の利用料金は、別表に定める額

の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定める額とする。 

第１５条～第１７条 略 
 

別表 別掲のとおり 
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（別掲） 

改  正  案 

 

別表（第１５条関係） 

備考 

１ この表に定める額は、税を含む額とする。 

２ ゑしんの里やすらぎ荘の大広間及び和室の日帰り利用並びにやすらぎゲートボ 

 ール場の利用時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。 

 

区分 単位 上限額 摘要 

ゑ
し
ん
の
里
や
す
ら
ぎ
荘 

浴室 

中学生以上 

１人 

９００円 ・和室の宿泊利用者及び 3歳

未満の乳幼児は、無料とす

る。 
小学生 ３５０円 

未就学児 ３００円 

大広間 

３９畳 
１室１時

間につき 

３，６００円  

４２畳 ３，９００円 

５０畳 ４，６００円 

和室 

宿泊

利用 
８畳 

中学生

以上 

1 人 

１５，０００円 
・飲食料金を除く。 

・３歳未満の乳幼児は、無料

とする。ただし、寝具の利

用料金の上限額は、別に定

める額とする。 

小学生 １２，０００円 

未就学

児 
 ９，０００円 

日帰

り利 

用 

８畳 １室１時

間につき 

８００円  

１５畳 １，４００円 

やすらぎゲートボール場 
１面１時

間につき 
５３０円 

・ゑしんの里やすらぎ荘の

利用者は、無料とする。 

 

  

-38-



改  正  前 

 

別表（第１４条関係） 

備考 

１ この表に定める額は、税を含む額とする。 

２ やすらぎゲートボール場の利用時間が 1 時間に満たないときは、１時間として 

 計算する。 
 

区分 単位 上限額 摘要 

ゑ
し
ん
の
里
や
す
ら
ぎ
荘 

浴室 
中学生以上 

１人 
６５０円 ・和室の宿泊利用者及び３歳未

満の乳幼児は、無料とする。 
小学生以下 ３５０円 

和室 

宿 泊

利用 
８畳 

中学生

以上 
１人 

５，６７０円 
・飲食料金を除く。 

・未就学児は、無料とする。ただ

し、寝具の利用料金の上限額

は、別に定める額とする。 
小学生 ４，２８０円 

日 帰

り 利

用 

８畳 １ 室 ４

時 間 ま

で 

２，４２０円  

１５畳 ４，４００円 

やすらぎゲートボール場 

１ 面 １

時 間 に

つき 

５３０円 

・ゑしんの里やすらぎ荘の利用

者は、無料とする。 

 

-39-


